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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
タ
ス
ポ
廃
止
後
の
た
ば
こ
の
自
動
販
売
機
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

財
務
大
臣
は
、
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
及

び
「
製
造
た
ば
こ
小
売
販
売
業
許
可
等
取
扱
要
領
」
（
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
蔵
理
第
四
六
二
一
号
）
に
基
づ
き
、

製
造
た
ば
こ
の
小
売
販
売
業
の
許
可
に
際
し
、
小
売
販
売
業
者
（
法
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
小
売
販
売
業
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
「
自
動
販
売
機
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
を
販
売
す
る
場
合
に
は
、
年
齢
識
別
装
置
（
た
ば
こ
を
購
入
す
る
者

が
二
十
歳
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。
）
を
装
備
し
た
自
動
販
売
機
に
よ
り
、
当
該

装
置
を
常
時
作
動
さ
せ
た
上
で
販
売
す
る
こ
と
。
」
と
の
条
件
を
付
し
て
お
り
、
当
該
年
齢
識
別
装
置
（
以
下
単
に
「
年
齢

識
別
装
置
」
と
い
う
。
）
を
装
備
し
た
自
動
販
売
機
（
以
下
「
年
齢
識
別
装
置
装
備
済
自
動
販
売
機
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
当
該
要
領
に
お
い
て
、
財
政
制
度
等
審
議
会
た
ば
こ
事
業
等
分
科
会
（
以
下
「
た
ば
こ
事
業
等
分
科
会
」
と
い

う
。
）
が
平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
に
決
定
し
た
「
「
年
齢
識
別
装
置
を
装
備
し
た
た
ば
こ
自
動
販
売
機
」
に
該
当
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
の
判
定
基
準
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
た
ば
こ
事
業
等
分
科
会
が
認
め
た
も
の
と

定
め
ら
れ
て
い
る
。
当
該
基
準
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
た
理
由
が
失
わ
れ
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
年
齢
識
別
装
置
装
備
済



 

２ 

 

自
動
販
売
機
の
管
理
等
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
齢
識
別
装
置
装
備
済
自
動
販
売
機
の
開
発
会

社
又
は
当
該
年
齢
識
別
装
置
装
備
済
自
動
販
売
機
に
係
る
事
業
の
運
営
主
体
が
判
断
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
二
で
御
指
摘
の
「
タ
ス
ポ
方
式
」
の
年
齢
識
別
装
置
（
以
下
「
タ
ス
ポ
」
と
い
う
。
）
を
装
備
し
た
自
動
販
売

機
に
つ
い
て
は
、
年
齢
識
別
装
置
装
備
済
自
動
販
売
機
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
タ
ス
ポ
の
現
在
の
三
Ｇ
対

応
機
器
を
、
四
Ｇ
や
五
Ｇ
対
応
に
す
る
こ
と
」
は
当
該
基
準
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
た
理
由
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
に
係
る
検
討
や
御
指
摘
の
「
タ
ス
ポ
を
継
続
さ
せ
る
取
組
」
に
つ
い
て
は
、
タ
ス
ポ
に
係
る
事
業
の
運
営
主
体
で
あ
る

全
国
た
ば
こ
販
売
協
同
組
合
連
合
会
が
判
断
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

二
十
歳
未
満
ノ
者
ノ
喫
煙
ノ
禁
止
ニ
関
ス
ル
法
律
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
四
条
に
基
づ
き
法
第
二
条
第

三
号
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
（
以
下
「
製
造
た
ば
こ
」
と
い
う
。
）
を
購
入
す
る
者
の
年
齢
を
確
認
す
る
義
務
を
負
う
小

売
販
売
業
者
が
行
う
御
指
摘
の
「
未
成
年
者
へ
の
販
売
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
投
資
」
に
係
る
費
用
は
、
一
義
的
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に
は
製
造
た
ば
こ
の
販
売
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
者
全
体
で
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
「
た
ば
こ
販

売
事
業
者
に
対
す
る
支
援
」
を
政
府
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
年
齢
識
別
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
二
で
御
指
摘
の
「
運
転
免
許
証
・
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
」
を
年
齢
識
別
装
置
装
備
済
自
動
販
売
機
に
採
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
方

式
を
採
用
し
た
年
齢
識
別
装
置
装
備
済
自
動
販
売
機
を
含
め
、
ど
の
年
齢
識
別
装
置
装
備
済
自
動
販
売
機
を
設
置
す
る
か

は
、
専
ら
小
売
販
売
業
者
の
経
営
判
断
に
よ
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
特
定
の
方
式
を
推
進
す
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
新
た
な
年
齢
識
別
シ
ス
テ
ム
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
製
造
た

ば
こ
を
販
売
す
る
に
あ
た
り
、
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
と
す
る
か
対
面
販
売
と
す
る
か
や
、
ど
の
年
齢
識
別
装
置
装
備
済

自
動
販
売
機
を
設
置
す
る
か
は
、
専
ら
小
売
販
売
業
者
の
経
営
判
断
に
よ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


